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　抄　録　Ｘ商品は，２本の棒材を結合して構成された支柱などからなる形態を有する組み立て式の
棚であるユニットシェルフである。原審判決は，商品の形態が不正競争防止法２条１項１号にいう「商
品等表示」に該当するための要件として特別顕著性及び周知性を挙げた上で，Ｘ商品の形態が周知の
商品等表示に該当し，Ｙ商品の製造等は不正競争にあたるとし，本判決もこれを維持した。
　Ｘ商品の商品形態として挙げられた特徴は，いずれも機能的なものであったことから，本件では，
商品の形態が，商品の技術的な機能及び効用に由来する場合の「商品等表示」該当性が正面から争わ
れた。
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1 ．	はじめに

本件は，２本の棒材を結合して構成された支 ＊  弁護士　Ayako FUKUDA

福 　 田 　 あ や こ＊

判例と実務シリーズ：No.493

知的財産高等裁判所（１部）　平成30年３月29日判決　
平成29年（ネ）第10083号　不正競争行為差止請求控訴事件　控訴棄却

ユニットシェルフ事件	
商品の形態と「商品等表示」該当性

柱などからなる形態を有する組み立て式の棚で
あるユニットシェルフ（以下「Ｘ商品」という。）
を販売するＸが，Ｙに対し，上記形態が周知の
商品等表示であり，Ｙが上記形態と同一又は類
似の形態のユニットシェルフ（以下「Ｙ商品」
という。）を販売することが不正競争防止法２
条１項１号の不正競争に該当すると主張して，
同法３条１項，２項に基づき，Ｙ製品の譲渡等
の差止め及び廃棄を求める事案である。

2 ．	Ｘ商品とＹ商品の形態

2．1　Ｘ商品の形態

Ｘは，平成９年１月頃からＸ商品をＸが運営
する店舗等において販売している。Ｘ商品の具
体的形態は図１記載のとおりであり，以下の①
～⑥の形態を有している。
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①  側面の帆立は，地面から垂直に伸びた２つの
支柱と，その支柱の間に地面と平行に設けら
れた支柱よりも短い横桟からなる。

②  帆立の支柱は，所定の直径の細い（６～７
mm）棒材を，間隙を備えて２本束ねた形と
なっている。

③  帆立の間には，横桟より少ない数の平滑な棚
板が配置されている（棚板の配置されていな
い横桟が存在する。）。

④  Ｘ字状に交差するクロスバーが，帆立の支柱
のうち背側に位置する２つの支柱の間に掛け
渡されている。

⑤  帆立の横桟及びクロスバーは所定の直径の細
い棒材からなる。

⑥  帆立，クロスバー及び棚板のみで構成された
骨組み様の外観（スケルトン様の外観）を有
している。

2．2　Ｙ商品の形態

Ｙは，平成25年７月頃から，Ｙ商品をＹが運
営する店舗等において販売している。Ｙ商品の
具体的形態は図２記載のとおりであり，前記Ｘ
商品形態①～⑥の形態（ただし，②の「所定の
直径」は６mm程度である。）を有している。

3 ．	原審判決の要旨

原審（東京地判平成29年８月31日ジュリスト
1514号８頁）は，以下のとおりＸ商品の形態が
周知の商品等表示に該当すると認定し，Ｙ商品
の製造等は不正競争防止法２条１項１号の不正
競争に当たり，これによりＸの営業上の利益が
侵害されるおそれがあるとして，Ｘの請求をい
ずれも認容した。
なお，「Ｘ商品とＹ商品の類似性及び混同の

おそれの有無」の争点についての判断は，紙幅
の関係上省略する。

3．1　商品の形態と商品等表示性

「商品において，形態は必ずしも商品の出所
を表示する目的で選択されるものではない。も
っとも，商品の形態が客観的に明らかに他の同
種の商品と識別し得る顕著な特徴を有し，かつ，
その形態が特定の事業者により長期間独占的に
使用されるなどした結果，需要者においてその
形態が特定の事業者の出所を表示するものとし
て周知されるに至れば，商品の当該形態自体が
「商品等表示」（不正競争防止法２条１項１号）
になり得るといえる。」

図１　Ｘ商品の形態

図２　Ｙ商品の形態
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3．2　Ｘ商品形態の特徴について

「Ｘ商品は，組立て式の棚として，側面の帆
立（Ｘ商品形態①），棚板の配置（Ｘ商品形態③），
背側のクロスバー（Ｘ商品形態④）が特定の形
態を有するほか，帆立の支柱が直径の細い棒材
を２本束ねたものであるという特徴的な形態
（Ｘ商品形態②）を有し，また直径の細い棒材
からなる帆立の横桟及びクロスバー（Ｘ商品形
態⑤）も特定の形態を有するもので，それらを
全て組合せ，かつ，全体として，上記の要素の
みから構成される骨組み様の外観を有するもの
（Ｘ商品形態⑥）である。このようなＸ商品形
態はＸ商品全体にわたり，商品を見た際にＸ商
品形態①～⑥の全てが視覚的に認識されるもの
であるところ，Ｘは，Ｘ商品の形態的特徴とし
てＸ商品形態①～⑥が組み合わされたＸ商品形
態を主張するので，以下，上記Ｘ商品形態が他
の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有するか
否かを検討する。
ここで，Ｘ商品及び同種の棚の構成要素とし
て，帆立，棚板，クロスバー，支柱等があると
ころ，これらの要素について，それぞれ複数の
構成があり得て（前記（1）ケ），また，それらの
組合せも様々なものがあり，さらに，上記要素
以外にどのような要素を付加するかについても
選択の余地がある。Ｘ商品は，Ｘ商品と同種の
棚を構成する各要素について，上記のとおりそ
れぞれ内容が特定された形態（Ｘ商品形態①～
⑤）が組み合わされ，かつ，これに付加する要
素がない（Ｘ商品形態⑥）ものであるから，Ｘ
商品形態は多くの選択肢から選択された形態で
ある。そして，Ｘ商品形態を有するＸ商品は，
帆立の支柱が直径の細い棒材を２本束ねたとい
う特徴的な形態に加えクロスバーも特定の形態
を有し，細い棒材を構成要素に用いる一方で棚
板を平滑なものとし，他の要素を排したことに
より骨組み様の外観を有する。Ｘ商品は，この

ような形態であることにより特にシンプルです
っきりしたという印象を与える外観を有すると
の特徴を有するもので，全体的なまとまり感が
あると評されることもあったものであり（同
キ），Ｘ商品全体として，Ｘ商品形態を有する
ことによって需要者に強い印象を与えるものと
いえる。このことに平成20年頃までＸ商品形態
を有する同種の製品があったとは認められない
こと（同ク）を併せ考えると，平成16年頃の時点
において，Ｘ商品形態は客観的に明らかに他の
同種商品と識別し得る顕著な特徴を有していた
と認めることが相当である。」
「Ｙは，Ｘ商品形態①～⑥のうちの各個別の
形態を取り上げ，それらがありふれた形態であ
り，Ｘ商品が他の同種の商品と識別し得る特徴
を有しない旨主張する。しかし，前記アに述べ
たところに照らし，Ｘ商品形態が他の同種の商
品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを
検討する際は，Ｘ商品形態①～⑥のうちの個別
の各形態がありふれている形態であるか否かで
はなくＸ商品形態①から⑥の形態を組み合わせ
たＸ商品形態がありふれた形態であるかを検討
すべきである。したがって，Ｘ商品形態①～⑥
のうちの各個別の形態にありふれたものがある
ことを理由としてＸ商品形態が商品等表示とな
らなくなるものではない。」
「また，Ｙは，Ｘ商品形態①～⑥のうちの各
個別の形態について，特有の機能等を得るため
に不可避的に採用せざるを得ない形態である旨
主張する。しかし，上記各個別の形態について，
Ｘ商品形態とは異なる構成を採ることができ
（前記（1）ケ），かつ，Ｘ商品形態が上記各個別
の形態の組合せからなることに照らせば，Ｘ商
品形態が特定の機能等を得るために不可避的に
採用せざるを得ない構成であるとのＹの主張は
採用することができない。」
「Ｙは，Ｘ商品のほかにもＸ商品形態を有す
る商品が販売されていると主張して，Ｘ商品形
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態には，識別力がない旨主張する。しかし，上
記でＹが主張する商品について認められる事実
は前記（1）クのとおりであり，その商品の販売
が開始された時期は早くても平成20年頃であ
る。したがって，平成20年より前にＸ商品形態
がありふれたものであったことを認めるに足り
ない。そして，後記（4）のとおり，Ｘ商品形態は，
平成16年頃には，Ｘの商品であることを示す識
別力を有したと認められる。また，Ｙが指摘す
る商品は，年間の売上高もＸ商品と比べて多く
なく，製造販売期間も長いとはいえず，現在で
は販売を終了したものもある。そうすると，Ｘ
商品形態が平成16年頃にＸの商品を示すものと
しての識別力を有した後，上記商品によって，
Ｘ商品形態がありふれたものになり，他の商品
と識別し得る特徴を有することがなくなったと
はいえない。」

3．3　周知性について

「前記（1）ア及びイのとおり，Ｘは，Ｘ商品形
態を有する商品を平成９年以降継続的に販売し
てきた。Ｘ商品の販売実績は，相当の台数及び
額に及んでいた。また，同イ～オのとおり，Ｘ
商品につき，Ｘ商品形態が一見して認識し得る
状態で平成９年から全国の多数の店舗において
展示，販売され，それによってＸ商品形態は全
国の店舗を訪れた顧客の目に触れた。さらに，
Ｘ商品形態を掲載したカタログ，チラシ等によ
る大規模な宣伝広告活動及びＸ商品形態が分か
る写真を含む記事を掲載した多数の雑誌等の発
行がされ，それらによってＸ商品形態が全国の
一般消費者の目に触れたということができる。
ユニットシェルフは，パーツも有し，棚とパー
ツが組み合わされたりするものであるが，Ｘ商
品形態を有するＸ商品は，「スチール棚セット」
等のセットとして扱われ，カタログにおいても，
そのようなセットとして，高さや幅が異なる複
数の種類のＸ商品の写真がＸ商品形態を一見し

て識別できる形で掲載されて宣伝され，また，
店舗においてもそれらのセットとして販売され
ていたことがうかがえる。そうすると，Ｘ商品
は，全体の外観に特徴を有するＸ商品形態を有
する一連の商品として，Ｘ商品形態を一見して
認識し得る形で長期間，相当大規模に宣伝等さ
れ，販売されてきたといえる。」
「そして，Ｘ商品のような大きさを有する棚
はこれを設置する室内においても目立つもので
あるところ，Ｘ商品形態はＸ商品全体の外観に
関わり，またＸ商品は全体的なまとまり感があ
ると評されることもあったようなものであるこ
となどから，Ｘ商品の購入者は，Ｘ商品形態を
含むＸ商品のデザインにも着目してこれを購入
したことがうかがわれる。」
「他方，Ｘ商品形態と同じ形態の商品が平成
20年頃までの間に販売されたことを認めるに足
りない。」
「このように特徴のあるＸ商品形態を有するＸ
商品が，５年を超える期間にわたる上記のような
態様等でのＸの独占的かつ相当大規模な宣伝販
売活動等により，購入者を含む需要者の目に触
れてきたことからすると，Ｘ商品形態は，平成
16年頃には，Ｘの出所を示すものとして需要者
に認識され，不正競争防止法２条１項１号にい
う商品等表示として需要者の間に広く認識され
たものとなったものと認めることが相当である。」
「さらに，前記（1）イ～オ及びクによれば，Ｘ
商品の販売規模及び宣伝活動が平成27年までも
平成16年頃までと同様に継続されてきたもので
あるのに対し，平成20年頃以降，Ｘ以外によっ
て製造販売されたＸ商品形態を有する商品は最
大でも２万セット，判明している台数を合計し
ても１年当たり8,900セットから４万2,900セッ
トであって，販売期間も数年にとどまっており，
Ｘ商品の規模の数分の１にとどまる。」
「そうすると，Ｘ商品形態は，現在においても，
Ｘの出所を表示するものとして需要者の間に広
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く認識されていると認められる。」

4 ．	控訴審判決の要旨

Ｙは原判決を不服として控訴したが，知財高
裁は，上記に示した原審の判断をそのまま引用
した上で，控訴審におけるＹの主張について，
以下のとおり判断した。

4．1　特別顕著性・周知性について　

「Ｙは，識別力調査の結果（乙29及び乙30）に
よれば，約98％もの一般消費者がＹ商品形態を
見てもＸ商品であると識別できず，また，Ｙと
取引関係にある家具等の生活用品取扱業者５社
の担当者10名に対して実施した識別力調査の結
果（乙31）によれば，10名中９名もの担当者がＸ
商品形態を見てもＸ商品であると識別できなか
ったとして，Ｘ商品形態は，一般消費者の間で
も，事業者の間でも，出所識別力を有していな
いなどと主張する。」
「そこで検討するに，不正競争防止法２条１
項１号は，周知性の要件につき，「需要者の間
に広く認識されているもの」と規定するところ，
上記にいう「需要者」とは，当該商品等の取引
の相手方をいうものと解するのが相当である。
これを前者の識別力調査（乙29及び乙30）につ
いてみると，当該調査の対象者は，Ｙの主張に
よっても単に二十代から四十代の一般消費者で
あるというにとどまるところ，Ｙ商品及びＸ商
品が金属製のユニットシェルフの家具であって，
一般消費者が卒然と購入に至るような性質の商
品でないことを考慮すると，少なくともこれら
の商品を含む家具一般について何らかの関心を
有する者を，上記にいう需要者と解すべきもの
である。また，調査における質問内容について
も，Ｙ商品又はＸ商品に関してどの販売店の商
品か分かるかを尋ねるなど，具体的な出所の認
識を直接の問題とする点で，必ずしも適切なも
のとはいえない。そうすると，上記識別力調査

は，周知性を否定する証拠として適格ではない。
また，後者の識別力調査（乙31）についてみて
も，当該調査の対象者は，Ｙ自身の取引の相手
方の従業員である上，その規模も５社10名にと
どまるものであるから，周知性の有無を裏付け
る証拠としては，信用性を欠くといわざるを得
ない。
したがって，上記識別力調査は，前記引用に
係る原判決の結論を左右するものとはいえず，
Ｙの主張は，採用することができない。」

4．2　	商品等表示該当性（競争上似ざるを
得ない形態）について

「Ｙは，Ｙ商品形態のうち，原判決が特徴的
部分であると認定した２本ポール構造，横桟及
びクロスバーは，いずれも競争上似ざるを得な
い形態であり，商品等表示には該当しないと主
張する。
そこで検討するに，Ｙは，２本ポール構造及

び横桟が，隣接する棚板をそれぞれ１本の支柱
に接合することによって，隣接する棚板同士が
干渉しない機能にするために，通常選択される
構造であると主張するものの，証拠（甲229ない
し甲231）及び弁論の全趣旨によれば，棚板の左
辺と右辺の金具の位置をずらして横桟の上面の
溝にはめ込む構造や，棚板に埋め込まれたパイ
プの突出部を棚の両側面に位置する板の穴状の
溝部分に差し込む構造等によっても，当該機能
を果たすことができるものと認められる。そう
すると，２本ポール構造が必ずしも上記機能を
果たすために通常選択される構造であると認め
ることはできない。
また，Ｙは，クロスバー（形態的特徴④）が，

棚板の揺れ等を押さえる機能にするために，通
常選択される構造であると主張するものの，証
拠（甲231）及び弁論の全趣旨によれば，２本の
支柱の間に新たな棒材を水平又は斜めに追加す
る構造等によっても，当該機能を果たすことが
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できるものと認められる。そうすると，クロス
バーが必ずしも上記機能を果たすために通常選
択される構造であると認めることはできない。
のみならず，前記引用に係る原判決が説示す
るとおり，Ｘ商品形態は，Ｘ商品形態①ないし
⑥を全て組み合わせた点において独自の特徴が
認められるのであって，この点において特別顕
著性を獲得したものである。そうすると，各個
別の形態が競争上似ざるを得ないものであると
いう主張は，上記組合せの独自性において特別
顕著性を認めた前記引用に係る原判決を正解す
るものとはいえず，特別顕著性に係る当審の判
断を左右するものとはならない。
したがって，Ｙの主張は，特別顕著性に係る
原審の判断を正解しないもの，又はその前提を
欠くものであって，採用することができない。」

5 ．	検　　討

5．1　商品等表示性

（1）Ｘは，装飾を省いたシンプルで機能的な家
具，生活用品や文房具等を販売することで知ら
れた会社であり，Ｘ商品は，Ｘのロングセラー
商品である（販売開始は平成９年）。証拠とし
て提出されたＸのブックレットには，Ｘ商品に
ついて「余計な工程や装飾をそぎ落としながら
も機能を突き詰め，それらを研ぎ澄ますうちに
部屋にとけ込む美しい製品ができました。」と
のキャッチコピーが記載されているという。こ
のように，徹底的に機能性を追求することをコ
ンセプトとするＸ商品について，不正競争防止
法２条１項１号による保護が与えられるのかと
いうことが本事件における主たる争点である。
（2）商品の形態は，本来的には商品の出所を表
示する目的を有するものではないが，例外的に
商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的
意味（Secondary meaning）を有するに至る場
合があり，そのような場合には，不正競争防止

法２条１項１号の「商品等表示」に該当し，同
法の保護対象となりうるとされる。この法理は
以前より判例の認めるところである（東京地判
平成16年７月28日判例タイムズ1167号284頁，
東京地判平成11年６月29日判例タイムズ1008号
250頁等）。
本判決の原審は，商品の形態が「商品等表示」

に該当するための要件について，「商品の形態
が客観的に明らかに他の同種の商品と識別し得
る顕著な特徴を有し，かつ，その形態が特定の
事業者により長期間独占的に使用されるなどし
た結果，需要者においてその形態が特定の事業
者の出所を表示するものとして周知されるに至
れば，商品の当該形態自体が『商品等表示』（不
正競争防止法２条１項１号）になり得る」と判
示しており，本判決もこれを引用する。かかる
要件は近年の判例においてしばしば指摘される
ところであり（知財高判平成24年12月26日判例
タイムズ1408号235頁，東京地判平成17年２月
15日判例タイムズ1199号269頁等），格別目新し
いものではない。
（3）商品が技術的形態に由来する場合の商品等
表示性については見解が分かれている。不正競
争防止法と特許法等の工業所有権法とは，その
立法趣旨や保護法益が異なるから，技術的形態
も，それを理由として不正競争防止法による保
護の対象から除外すべきではないという考え方
もあるが，近時は，商品の形態が，技術的な機
能や効用を実現するために他の形態を選択する
余地のない不可避的な構成に由来する場合には
「商品等表示」に該当しないとする見解や，技
術的制約その他の理由により，市場において商
品として競合するためには似ざるをえないもの
は「商品等表示」該当性を欠くとする見解など，
技術的形態について保護を限定しようという考
え方が有力である。
（4）裁判例においても，原告の商品形態が技術
的形態に由来する場合には容易に商品等表示性
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を認めていない。例えば，「エジソンのお箸」
事件知財高裁判決（知財高判平成28年7月27日
判タ1432号126頁）は，「商品の形態が商品の技
術的な機能及び効用に由来するものであって
も，他の形態を選択する余地がある場合は，当
該商品の形態につき，……特別顕著性及び周知
性が認められれば，『商品等表示』に該当し得る。
もっとも，商品の形態が商品の技術的な機能及
び効用に由来する場合，同形態が客観的に他の
同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているこ
とはまれであり，同種商品の中でありふれたも
のとして特別顕著性が否定されることが多いも
のと思われる。」と一般論を述べ，原告商品形
態の全てをそのまま備えた商品は，原告商品及
び被告商品以外には見られないと認定しつつ
も，多数の同種商品が存在することを指摘して，
「同種商品の中でありふれたもの」であるとし
て，特別顕著性を否定している。
（5）本件において，判決が認定するＸ商品の商
品形態①～⑤は，個別に見た場合，いずれも機
能的な特徴であり，各特徴について（少なくと
も判決上は）同様の機能を実現できる他の選択
肢が，それほど多く挙げられているわけでもな
い。
本判決も，Ｘ商品における個々の特徴につい
て識別力が強いとは述べておらず，むしろ，Ｘ
商品形態①～⑥を全て組み合わせた点において
独自の特徴が認められるという点を強調する。
しかし，組み合わせをもって「顕著な特徴」あ
りとしてしまうと，結果として巷にある多くの
商品で「顕著な特徴」を肯定する結果となるの
ではないかとの疑問も生ずるところである。
原審の判示によれば，Ｘ商品の商品形態①～
⑥を組み合わせた形態であることにより「特に
シンプルですっきりしたという印象を与える外
観を有するとの特徴を有する」とのことである
が，例えば，Ｘ商品の２段ポール構造及び横桟
を，本判決の引用する他の構成に置換したとし

ても，「特にシンプルですっきりしたという印
象」が損なわれるというわけではないようにも
思われる。また，いうまでもなく，シンプルで
すっきりしたという印象をもつ外観（全体的な
印象）を特定の者に独占させることは許されな
いであろう。

5．2　アンケートについて

（1）前記「エジソンのお箸」事件知財高裁判決
が指摘するように，「商品の形態が商品の技術
的な機能及び効用に由来する場合，同形態が客
観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有
していることはまれであ」るという前提に立つ
ならば，Ｘ商品形態の独自性，識別力について，
裁判所は，Ｘ側により積極的な立証を求めても
よかったのではないかと考える。
Ｘは，原審係属時に，Ｘ商品の購入者に対し

てアンケート調査を実施し，その結果を証拠と
して提出している。それによると，回答者２万
1,580人中，Ｘ商品のデザインを購入動機の一つ
とした者は１万5,929人であったという。しかし，
アンケートの対象者をＸ商品の購入者としてい
ること，また，質問の仕方も購入動機を尋ねる
もので，デザイン自体の識別性を調査するもの
ではなかったことからすると，当該アンケート
はＸ商品が顕著な特徴を有していることを積極
的に裏付ける内容になっているとはいえないで
あろう。
（2）これに対し，Ｙは，控訴審で，①約98％も
の一般消費者がＸ商品形態を見てもＸ商品であ
ると識別できなかったとの識別力調査の結果，
②Ｙと取引関係にある家具等の生活用品取扱業
者５社の担当者10名中９名もの担当者がＸ商品
形態を見てもＸ商品であると識別できなかった
との識別力調査の結果を提出した。
本判決は，Ｙの識別力調査①につき，一般消
費者ではなく，家具一般について何らかの関心
を有する者を需要者と解すべきものであるとし
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て，これを採用しなかった。しかし，Ｘ商品は，
収納棚として特に高価格帯に属する商品とはい
えず，趣味性の強い商品でもない。また，実際
の店舗では，他の生活雑貨等に隣接して販売さ
れていることからすると，需要者をこのように
限定することは，若干の違和感を覚える。また，
訴訟代理人としての立場からすると，客観性を
保ちつつ「家具一般的に何らかの関心を有する
者」を抽出してアンケートを実施することは現
実問題として難しい（例えば，「あなたは家具
に興味を持っていますか」という設問を設けた
としても，その回答が客観的に正しいかどうか
は判断のしようがない。）。訴訟に際しては，ア
ンケートを実施する際，アンケートの対象者を
絞った理由あるいは絞らなかった理由について
の裏付け資料をあわせて提出したり，裁判所が
「需要者」について想定外の認定をする場合に
備え，「需要者」候補を複数挙げて，それぞれ
について同じアンケート調査を行ったりするな
どの工夫が求められよう。
Ｙの識別力調査②については，Ｙの取引業者
を対象としている点でバイアスがかかっている
と評価されたことは，やむをえないであろう。
（3）商品形態の商品等表示性が争点となる事案
では，本件事案のように，しばしば当事者が実
施したアンケートが証拠として提出される１），２）

が，費用，時間，労力がかかる割には，その結
果が必ずしも決定打とはならないことが多い印
象である。
確かに，アンケートは，質問の対象者，質問
の仕方，質問の選択肢等によって大きく結論が
左右されることがあり，当事者が証拠として提
出するものは，自らに有利なようにアンケート
を設計していると疑われやすい。
しかし，原告自身が作成するチラシやパンフ
レット，誰が書いたかわからないインターネッ
ト上の意見などよりも，識別力について，アン
ケートはより直接的な証拠である。例えば，ど

のような消費者をもって需要者ととらえるのが
妥当であるかは，マーケティングの手法を用い
れば客観的に把握することが可能であるはずで
ある。
本件のような事案において，アンケートはも
っと活用されるべきであり，そのためには，客
観性・中立性を担保するアンケート手法の確立
が望まれる。

5．3　本判決の射程について

（1）類似商品の製造販売を差し止めるために訴
訟を提起する場合，原告訴訟代理人として一番
に頭を悩ませるのは，自社商品の商品形態をど
のように特定するのか（何を要素として抽出し，
何を切り捨てるのか）である。自社商品と被告
となる相手方の商品との共通点を抽出し，競合
する他社の商品と比較した上で，特定すること
になる。
本件においては，複数の要素（商品形態①～
⑤）を組み合わせるとともに，商品形態⑥（「帆
立，クロスバー及び棚板のみで構成された骨組
み様の概観（スケルトン様の外観）を有してい
る。」）を設けたことが特徴的であり，原審判決
においても，「Ｘ商品は，Ｘ商品と同種の棚を
構成する各要素について，上記のとおりそれぞ
れ内容が特定された形態（Ｘ商品形態①～⑤）
が組み合わされ，かつ，これに付加する要素が
ない（Ｘ商品形態⑥）」と判示されている。
これは，商品形態①～⑤に加えて，何らかの

要素が付け加えられた場合には，保護が及ばな
いとのニュアンスを含むものと考えられる。そ
の意味で判決の示した保護範囲は広いとはいえ
ない。
（2）ところで，識別力を有する商品の立体形状
については，立体商標として保護を受けること
も考えられる（商標法３条２項）。立体的形状
からなる商標が使用によって自他商品識別力を
獲得したかどうかについては，当該商標の形状，
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使用開始時期及び使用期間，使用地域，商品の
販売数量，広告宣伝のされた期間・地域及び規
模，当該形状に類似した他の商品の存否などが
考慮要素とされる３）。
これらの考慮要素は，商品形態につき不正競

争防止法２条１項１号に基づく請求において商
品等表示性を判断するために検討される要素と
共通するものである。両者ともに（本来は識別
力のない）商品の形態を識別表示とみなしうる
場合に保護を図るものである以上，要件や立証
活動が重なってくるのはむしろ当然といえよう。
その意味で，本件は，商品形態の識別力につ
いて判断した一事例としての意義を有するもの
といえる。
なお，近時，いわゆるTRIPP　TRAPＰ幼児
椅子事件において，知財高裁が，応用美術につ
いて著作物としての認定を格別厳格にするとの
立場をとらないと判示したこと４）を契機とし
て，工業製品について著作権による保護が可能
なのではないかということについても注目が集
まっている。同判決の示した考え方については，
意匠権登録のインセンティブが失われるなどの
理由から異論もあるところであるが，いずれに
せよ著作物性の判断は美的創作性の観点からな
されることから，識別力の獲得に関する事情は
考慮されない。

6 ．	おわりに

本件事案では，後発商品であるＹ商品が，Ｘ
商品とほとんど区別がつかないほどに酷似して
いたという点が，不利な心証形成に寄与した面
は否定できない。商品の開発に際しては，意匠

調査が必要であることはいうまでもないが，市
場調査を行い，たとえ他社の先行商品が実用本
位，機能本位の商品であったとしても，当該商
品のデッドコピー品にならないよう注意を払う
べきであろう。
他方で，本件では保護が肯定されたものの，
やはりシンプルで機能的な形態については，周
知商品等表示として認められるためのハードル
は決して低いわけではなく，周知商品等表示と
して認められたとしてもその保護範囲は広いと
はいえない。模倣品の出現を抑止するためには，
やはり意匠権の登録申請をしておくことが重要
であろう。

注　記

 1） 東京地判平成12年６月28日判例タイムズ1032号
281頁（LEVI’S弓形ステッチ）では，ジーンズポ
ケットの弓形ステッチのデザインの商品等表示
該当性が争われたが，一般消費者中，「リーバイ
ス」と正しくブランド名を回答した者が18.3％で
あった等のアンケート調査の結果を斟酌して，
当該表示の商品等表示該当性を肯定している。 

 2） 知財高判平成29年２月23日知財ぷりずむ176号61
頁（観賞用水槽内吸水パイプ）は，原告提出に
かかるアンケートにつき，その回答者数が限ら
れていること，水槽栽培を趣味とする者のみを
需要者とすることを前提としていることを理由
に，周知性を裏付ける証拠として採用しなかっ
た。

 3） 知財高判平成19年６月27日判例タイムズ1252号
132頁（ミニマグライト），知財高判平成23年４
月21日判例タイムズ1349号187頁（ジャンポー
ル・ゴルチエ「クラッシック」） 

 4） 知財高判平成27年４月14日判例時報2267号91頁

（原稿受領日　2019年１月10日）
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